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し
た
が
っ
て
、
当
初
こ
の
一
撲
に
関
す
る
一
新
史
料
に
接
し
た
時
に
は
、
今
後
こ
れ
に

つ
い
て
の
各
種
の
関
係
史
料
が
次
々
に
短
期
間
の
う
ち
に
見
出
せ
る
と
は
予
想
し
て
い
な

か
っ
た
。

結
果
的
に
、
そ
の
予
想
が
裏
切
ら
れ
た
こ
と
は
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か

に
あ
っ
て
、
な
お
こ
れ
ま
で
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
史
料
上
の
問
題
が
い
く

つ
か
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
、
こ
の
一
撲
の
要
求
内
容
の
問
題
が
あ
る
。

か
っ
て
筆
者
も
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
天
保
五
年
二
月
に
お
こ
っ
た
奥
北
浦

一
摸
の
農
民
の
要
求
内
容
は
、
二
ケ
条
と
も
一
七
ケ
条
と
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
は
っ

（
２
）

き
り
し
な
か
っ
た
。

天
保
五
年
二
八
三
四
）
の
北
浦
一
摸
の
研
究
を
深
め
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
こ
の
一

撲
に
つ
い
て
の
一
新
史
料
の
紹
介
を
一
九
七
三
年
に
発
表
し
て
以
来
、
多
く
の
人
達
の
協

力
、
援
助
を
得
な
が
ら
史
料
の
調
在
採
訪
を
進
め
る
過
程
で
得
た
関
係
史
料
を
、
其
後
遂

（
１
）

次
と
り
あ
げ
発
表
し
て
き
た
。

岐
初
に
発
表
し
た
段
階
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
経
過
か
ら
み
て
こ
の
関
係
史
料
は
も
は
や

そ
う
多
く
は
残
っ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
と
予
想
し
て
い
た
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
北
浦
一
摸
を
岐
初
に
取
上
げ
発
表
し
た
武
藤
鉄
城
の
論
稿
以
後
、

第
二
次
大
戦
後
約
三
○
年
に
な
ろ
う
と
す
る
段
階
で
、
各
地
に
お
け
る
多
く
の
藩
制
・
村

方
史
料
類
の
知
見
が
加
わ
る
な
か
で
、
し
か
も
近
世
後
期
か
ら
雅
末
の
秋
田
藩
や
東
北
地

方
の
動
向
に
つ
い
・
て
の
政
治
史
、
社
会
史
関
係
の
研
究
で
、
こ
の
一
撲
の
重
要
な
意
義
が

論
ぜ
ら
れ
な
が
ら
、
一
摸
そ
れ
自
体
は
新
ら
た
な
史
料
の
追
加
を
得
て
深
く
追
求
さ
れ
る

こ
と
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
は
じ
め
に

天
保
五
年
秋
田
藩
奥
北
浦
一
摸
の
諸
要
求
を
め
ぐ
っ
て

ｌ
願
書
の
分
析
を
中
心
に
Ｉ

「
寛
斎
雑
記
」
の
編
者
井
口
宗
翰
（
正
兵
衛
）
の
人
物
に
つ
い
て
の
筆
者
の
調
査
は
ま

だ
不
十
分
で
あ
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
点
が
多
い
。

幕
末
期
の
秋
田
藩
士
で
、
安
政
一
革
二
八
五
さ
の
禄
高
は
八
五
局
で
あ
り
、
回
ハ

（
２
）

年
に
は
「
御
目
付
」
で
あ
っ
た
。

維
新
の
お
り
、
藩
の
勤
王
派
と
し
て
雷
風
義
塾
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
し
た
井
口
糺

は
そ
の
子
（
二
男
）
で
あ
る
。

彼
の
編
に
な
る
「
寛
斎
雑
記
」
は
全
三
四
冊
で
、
そ
こ
に
は
「
高
垣
兵
右
衛
門
上
書
」
、

「
寛
文
九
己
酉
年
松
前
蝦
夷
峰
起
根
元
記
」
、
「
中
山
文
右
衛
門
書
状
」
、
「
天
保
癸
巳

其
後
の
調
査
を
進
め
る
過
程
で
も
、
こ
の
点
を
は
っ
き
り
示
す
も
の
に
め
ぐ
り
合
う
こ

と
は
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
去
年
（
一
九
七
八
）
、
秋
田
県
立
図
書
館
所
蔵
の
井
口
宗
翰

編
「
寛
斎
雑
記
」
の
な
か
に
、
そ
の
要
求
書
が
書
留
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
出
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
既
に
こ
れ
に
よ
っ
て
知
見
を
得
て
い
る
人
も
あ
ろ
う
か
と
も
思
わ
れ
る

が
、
こ
こ
で
取
上
げ
、
そ
の
問
題
点
を
検
討
し
て
み
た
い
。

○
◆
〃
●

（
１
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
「
天
保
五
年
秋
田
藩
前
北
浦
一
撲
の
一
史
料
ｌ
森

吉
町
金
家
文
書
に
よ
る
ｌ
」
（
『
秋
田
高
専
研
究
紀
要
』
第
一
三
号
、
一
九
七
八
年
）
の

な
か
で
、
前
・
奥
北
浦
一
撲
関
係
資
料
の
整
理
を
試
み
て
い
る
。

（
２
）
高
橋
「
天
保
五
年
秋
田
藩
奥
北
浦
一
撲
を
め
ぐ
っ
て
’
一
史
料
の
紹
介
を
中
心

に
Ｉ
」
（
『
秋
田
高
専
研
究
紀
要
』
第
八
号
、
一
九
七
三
年
）

主

二
史
料
の
性
格
に
つ
い
て 高

橋
秀
夫

（
一
九
七
九
年
十
月
三
十
日
受
理
）

小

沼

洋

子
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奥
羽
聞
書
」
、
「
文
久
三
年
、
江
戸
風
説
書
」
、
「
文
久
三
年
正
月
ョ
リ
同
八
月
、
江
戸

逗
留
中
見
聞
記
」
な
ど
、
藩
内
外
の
ト
ピ
ッ
ク
を
い
ろ
い
ろ
収
め
て
い
る
。

二
○
冊
目
の
奥
書
に
、
「
万
延
元
年
、
於
浅
草
邸
写
之
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の

も
あ
る
が
、
な
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
多
い
。

秋
田
県
立
図
書
館
に
架
蔵
に
な
っ
た
の
は
、
本
書
の
な
か
に
、
「
大
正
二
年
、
井
口
直

よ
り
寄
付
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
こ
の
時
で
あ
ろ
う
。

こ
の
第
六
冊
目
に
、
「
奥
北
浦
村
々
願
書
」
と
題
し
て
一
七
ケ
条
の
要
求
を
、
そ
の
す

ぐ
後
に
は
、
「
奥
北
浦
騒
立
之
次
謀
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

後
者
に
は
、
以
前
紹
介
し
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
な
の
で
省
略
し
た
。

注

（
１
）
『
秋
田
沿
革
史
大
成
』
下
、
付
録
の
安
政
二
年
分
限
帳
に
よ
る
。

（
２
）
安
政
六
年
「
諸
役
帳
」
（
国
立
史
料
館
、
一
関
文
番
）
に
よ
る
。

（
３
）
一
の
注
（
２
）
論
文
。

三
奥
北
浦
農
民
の
一
七
ケ
条
の
要
求

奥
北
浦
村
々
願
誹

乍
恐
番
附
を
以
奉
願
上
候
御
躯

４－
１
飯
料
之
砺

右
は
去
冬
中
被
仰
渡
候
由
、
御
収
納
皆
済
仕
候
而
雛
取
続
候
ハ
、
、
翌
日
方
御
挑
ハ
勿

給
御
救
米
被
下
溢
、
井
二
御
田
地
二
相
向
候
節
ハ
七
八
合
位
之
御
見
合
之
趣
被
仰
渡
、

御
太
切
候
之
御
収
納
故
、
乍
恐
打
は
た
き
御
上
納
仕
候
虚
、
御
佛
米
被
仰
付
、
分
而

極
窮
之
者
へ
ハ
ゼ
人
二
付
省
令
宛
御
救
被
下
祇
、
雌
有
御
儀
一
一
存
、
御
梯
米
之
儀
当
時

壱
合
宛
之
御
械
一
一
被
仰
付
、
右
琶
介
迎
も
御
勘
定
不
済
内
は
難
被
仰
付
故
、
飯
料
所
持

の
荷
方
当
・
け
へ
つ
ら
ひ
為
喰
可
申
段
被
仰
付
候
故
、
取
調
之
節
御
祇
は
、
二
月
晦
日
迄
三

舎
宛
、
三
周
ら
ｈ
刑
迄
七
八
合
、
右
之
兇
合
御
械
を
以
余
米
指
上
候
、
飯
料
所
持
の
者

ハ
飯
料
之
内
指
支
之
節
指
出
し
為
喰
申
候
辿
も
、
壱
合
宛
無
滞
被
仰
付
候
而
も
、
平
年

御
旧
地
江
取
懸
候
一
一
ハ
ゼ
升
給
塒
候
者
二
御
座
候
得
は
、
柵
壱
卜
通
同
様
の
喰
物
二
耐

ハ
気
力
棚
尽
、
餓
死
之
肴
も
有
之
恐
入
泰
存
候
、
依
之
司
合
位
も
被
仰
付
被
下
度
奉
願

候
慮
、
御
米
不
足
ニ
耐
、
左
様
一
一
も
雛
棚
成
趣
故
、
左
候
ハ
、
弐
合
宛
被
仰
付
被
下
度

準
願
上
候
得
共
不
棚
成
趣
被
仰
付
、
難
儀
至
極
二
華
存
候
、
当
時
奔
腱
二
州
向
申
度
奉

存
候
砕
共
、
査
合
宛
二
耐
ハ
糊
取
典
め
漸
肋
り
申
而
巳
、
御
田
地
二
相
向
江
雑
候
者
数

多
二
御
座
候
、
今
年
萬
作
歳
二
而
、
御
田
地
仕
付
不
申
候
得
は
、
諸
人
相
助
候
様
無
之

御
儀
と
奉
存
候
、
当
時
御
米
不
足
二
も
御
座
候
得
は
、
七
八
合
迄
御
行
届
無
之
候
ハ
、

何
卒
五
合
之
御
積
二
被
仰
付
、
御
田
地
仕
付
候
様
被
仰
付
被
下
度
奉
願
上
候

聿
御
郡
方
之
事

右
は
近
年
大
割
〆
き
莫
太
入
増
、
一
郡
〆
き
私
役
銭
先
年
ら
惣
し
而
懸
増
二
相
成
、
御

役
屋
被
立
置
候
御
役
人
相
嵩
諸
御
用
被
仰
付
次
第
相
勤
候
虚
、
御
百
性
行
詰
り
迷
惑
千

万
二
奉
存
候
間
、
乍
恐
御
免
被
成
下
度
奉
願
上
候

毛
五
斗
米
代
銀
之
事

右
は
村
々
同
様
一
一
も
無
之
候
得
共
、
是
迄
五
斗
銀
之
村
御
蔵
分
御
給
分
共
二
三
斗
銀
一
一

被
成
下
度
候
、
三
斗
五
升
銀
之
村
は
御
蔵
分
御
給
分
共
二
弐
斗
銀
二
御
取
立
被
成
下
度

奉
願
上
候

争
郷
備
籾
之
事

右
は
年
々
へ
り
石
た
し
籾
蔵
入
し
ゆ
ふ
く
迷
惑
一
一
奉
存
候
問
、
御
免
被
成
下
度
奉
願
上

国『
馬
役
銭
之
事

右
は
先
年
御
取
立
無
之
候
処
、
近
年
来
御
取
立
被
成
置
候
二
付
、
迷
惑
二
奉
存
候
問
、

御
免
被
成
下
度
奉
願
上
候

《
産
物
之
内
漆
木
之
事

右
は
草
飼
手
狭
二
相
成
、
田
畑
の
障
り
二
相
成
、
野
放
馬
被
留
置
候
二
付
、
馬
之
飼
料

莫
太
二
入
増
二
相
成
迷
惑
二
奉
存
候
間
、
御
免
被
成
下
度
奉
願
上
候

辛
養
蚕
方
之
事

右
は
桑
植
立
二
付
、
草
飼
之
障
二
相
成
、
野
放
馬
被
留
置
候
二
付
、
馬
之
飼
料
莫
太
二

入
瑚
二
相
成
迷
惑
一
一
奉
存
候
間
、
御
免
被
成
下
度
奉
願
上
候

心
一
堪
座
之
事

右
は
御
役
銭
諸
入
料
之
為
二
候
哉
、
別
而
高
直
二
相
成
迷
惑
一
一
奉
存
候
問
、
御
免
被
成

下
度
奉
願
上
候

斗
木
山
方
之
事

右
は
近
年
春
木
御
取
立
被
成
置
候
ハ
、
至
極
結
講
二
奉
存
候
得
共
、
年
増
雑
木
不
足
二

相
成
、
殊
二
八
木
の
御
留
木
有
之
、
売
木
切
取
候
二
も
不
自
由
二
奉
存
候
、
杉
桧
拝
領

願
之
節
三
七
之
御
割
合
一
一
而
御
引
上
木
有
之
、
売
木
川
下
ヶ
之
節
ハ
拾
部
一
之
運
上
御

取
立
被
成
笹
候
、
且
シ
不
作
之
節
拝
領
願
申
上
、
危
急
相
凌
申
度
、
御
役
人
様
御
廻
在

之
節
ハ
諸
入
料
指
出
し
罷
有
候
得
共
、
願
之
通
り
拝
領
被
仰
付
無
之
、
迷
惑
一
一
奉
存
候

候
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右
は
不
作
之
年
御
毛
兄
様
奉
願
上
候
而
も
、
去
々
年
中
迄
之
儀
は
御
揃
様
丼
親
郷
御
見

分
二
曲
、
居
引
之
御
取
扱
二
御
座
候
得
は
、
御
収
納
二
も
引
足
不
申
迷
惑
仕
候
、
依
之

御
吟
味
之
上
別
二
親
郷
被
仰
付
被
下
度
奉
願
上
候

一
野
馬
之
小

－
右
は
草
飼
相
尽
迷
惑
二
奉
存
候
間
、
御
免
被
成
下
度
奉
願
上
候

一
御
開
発
之
蛎

て
右
は
革
飼
地
処
不
足
二
相
成
候
得
は
、
御
本
田
肥
し
取
不
足
仕
り
、
自
然
不
作
二
相
成
、

㈹
り
御
一
統
御
益
筋
二
柑
成
申
間
敬
奉
存
候
、
此
上
新
御
切
開
御
免
被
成
下
度
奉
願
上
候

め
一
御
手
先
役
之
躯

純
蜘
右
は
御
免
被
成
下
度
奉
願
上
候

椴
一
鉄
山
之
蛎

の
右
は
他
処
鉄
御
買
入
無
之
候
故
二
候
哉
、
金
類
高
直
二
相
成
、
巌
方
青
木
伐
尽
二
相
成

撲
鋤
迷
惑
千
万
奉
存
候
間
、
御
免
被
成
下
度
奉
願
上
候

一
ｌ

浦
一
久
保
田
願
之
躯

螂
岬
右
は
御
一
郷
之
内
へ
切
替
処
御
立
被
成
下
度
奉
願
上
候

藩
一
拝
借
願
之
事

州
右
は
高
壱
石
二
付
拾
簡
文
宛
拝
借
被
仰
付
被
下
度
奉
願
上
候
、
近
年
不
作
打
続
き
、
米

年
莫
太
高
直
二
相
成
候
二
付
、
家
財
諸
道
具
質
入
、
亦
ハ
売
挑
候
而
漸
相
続
仕
、
分
而
極

価
窮
之
者
ヘ
ハ
御
救
拝
領
被
仰
付
難
有
御
儀
二
奉
存
候
得
共
、
別
而
去
年
中
之
儀
は
凶
作

天
一
話
一
円
融
通
無
之
、
必
止
と
行
詰
候
二
付
、
迷
惑
千
万
奉
存
候
、
御
田
地
仕
付
候
様

も
御
挑
米
買
請
候
様
無
之
候
間
、
村
々
数
万
人
之
者
共
御
助
被
成
下
度
、
向
御
田
地
守

り
謹
仕
候
様
被
仰
付
被
下
置
度
、
尤
返
済
之
儀
拾
ヶ
年
御
取
立
被
成
下
度
奉
願
上
候

一
久
保
田
御
地
頭
御
配
当
高
之
事

右
は
式
部
様
御
上
り
地
二
御
座
候
而
、
年
々
御
上
納
之
節
、
軽
七
部
運
賃
井
か
ん
米
莫

太
二
相
懸
り
迷
惑
千
万
奉
存
候
間
、
先
年
之
通
御
元
入
高
二
被
成
下
度
奉
願
上
候

右
之
条
々
、
小
間
居
之
者
願
申
上
候
通
、
御
新
法
以
来
諸
事
入
増
二
相
成
、
迷
惑
二

奉
存
候
間
、
先
年
通
二
御
取
扱
被
成
下
、
向
々
御
百
性
相
立
候
様
二
奉
願
上
候

右
之
趣
、
乍
恐
何
分
宣
敷
様
被
仰
上
、
極
窮
之
御
百
性
共
向
々
御
百
性
相
立
候
様
御

取
扱
被
成
下
、
御
助
ヶ
被
成
下
度
奉
願
上
候

天
保
五
年
午
二
月

間
、
御
免
被
成
下

寸

一
四
ヶ
処
親
郷
之
蛎

御
免
被
成
下
度
泰
願
上
候

四
奥
北
浦
一
撲
の
要
求
と
寛
政
～
文
化
の
改
革

奥
北
浦
の
農
民
か
ら
出
さ
れ
た
要
求
の
内
容
は
、
こ
の
要
求
書
の
最
後
に
「
御
新
法
以

来
獺
事
入
期
二
相
成
、
迷
惑
二
奉
存
候
間
、
先
年
通
二
御
取
扱
被
成
下
、
向
々
御
百
性
相

立
候
様
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
す
べ
て
を
言
い
つ
く
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
単
に
凶
作
に
よ
る
米
不
足
か
ら
銅
山
廻
米
を
阻
止
す
る
と
い
う
点
に
奥
北
浦

の
股
民
の
行
動
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
寛
政
改
革
以
来
の
藩
の
お
こ
な
っ
て
き

た
政
策
の
重
圧
を
は
ね
の
け
、
百
姓
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
く
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
ま
ず
要
求
を
見
て
い
き
た
い
。

Ｈ
飯
料
を
一
日
一
人
五
合
ず
つ
に
し
て
ほ
し
い
（
春
農
に
三
合
ず
つ
で
は
さ
し
つ
か
え
る

口
郡
方
の
廃
止
（
莫
太
の
入
増
、
私
役
銭
も
増
し
て
、
百
姓
と
し
て
行
詰
る
の
で
）

口
五
斗
米
代
銀
を
三
斗
銀
に
、
三
斗
五
升
銀
を
二
斗
銀
に
し
て
ほ
し
い
。

仙
郷
備
籾
の
廃
止
（
迷
惑
で
あ
る
）

帥
馬
役
銭
廃
止
（
以
前
は
取
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
迷
惑
で
あ
る
）

㈹
産
物
の
内
漆
木
の
廃
止
（
草
飼
場
が
手
狭
に
な
り
田
畑
の
障
り
に
な
る
。
ま
た
野
放
馬

を
つ
な
い
で
お
く
た
め
馬
の
飯
料
代
が
増
し
て
こ
ま
る
の
で
）

㈲
養
蚕
方
の
廃
止
（
桑
を
植
え
る
た
め
草
飼
の
障
に
な
り
、
野
放
馬
を
つ
な
い
で
お
く
た

め
馬
の
飼
料
代
が
増
し
て
こ
ま
る
の
で
）

㈹
塩
座
の
廃
止
（
御
役
銭
、
諸
入
料
の
た
め
と
は
思
う
が
、
高
値
で
迷
惑
で
あ
る
）

伽
木
山
方
の
廃
止
（
年
増
雑
木
が
不
足
し
、
ま
た
八
木
の
御
留
木
が
あ
る
た
め
売
木
の
切

取
に
も
不
自
由
し
て
い
る
）

㈹
四
カ
所
親
郷
の
廃
止
（
不
作
の
年
に
毛
見
願
を
し
て
も
親
郷
の
見
分
で
す
ま
し
て
し
ま

い
、
き
ち
ん
と
し
た
吟
味
を
し
て
も
ら
え
ず
迷
惑
で
あ
る
）

“
野
馬
の
廃
止
（
草
飼
場
が
不
足
し
迷
惑
で
あ
る
）

固
御
開
発
の
廃
止
（
草
飼
地
処
不
足
で
、
本
田
肥
し
不
足
に
な
り
、
不
作
に
な
る
の
で
、

新
開
発
は
益
に
は
な
ら
な
い
）

固
御
手
先
役
の
廃
止

㈲
鉄
山
の
廃
止
（
金
類
が
高
値
で
、
諸
方
青
木
を
伐
尽
く
す
の
で
迷
惑
で
あ
る
）

閏
久
保
田
願
を
や
め
一
郷
内
へ
切
替
処
を
た
て
て
ほ
し
い
・

㈲
高
壱
石
に
付
十
貰
文
ず
つ
の
拝
借
願
（
不
作
が
続
き
、
米
価
が
高
く
な
り
難
渋
し
て
い

の
で
）

昭和55年2月

」
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㈲
久
保
田
御
地
頭
御
配
当
高
を
、
先
年
の
通
元
入
高
に
し
て
ほ
し
い
（
上
納
時
に
運
賃
等

の
諸
経
賀
が
か
か
る
の
で
）

以
上
の
十
七
ヵ
条
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
に
改
革
以
来
諸
掛
り
が
増
え
て
い
る
こ
と
、

第
二
に
諸
産
物
の
殖
産
政
策
に
よ
り
草
飼
地
が
減
り
、
そ
の
た
め
一
つ
に
は
本
田
の
肥
料

不
足
、
二
つ
に
は
野
馬
の
放
牧
地
を
失
い
飼
料
代
の
増
加
と
い
う
形
で
農
民
の
負
担
と
な

っ
て
き
て
い
る
点
が
彼
ら
の
要
求
の
中
心
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
が
諸
改
雌
に
真

向
か
ら
対
立
す
る
形
の
要
求
と
な
っ
て
で
て
き
た
の
で
あ
る
。

（
１
）

こ
れ
は
、
奥
北
浦
一
撲
の
前
月
の
天
保
五
年
一
月
の
前
北
浦
一
撲
の
時
の
要
求
が
、
凶

作
に
よ
る
困
窮
か
ら
の
借
米
借
銭
等
に
関
す
る
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
の
と
き
わ
だ
っ
た

対
比
を
示
し
て
い
る
。

前
北
浦
は
平
野
部
で
米
作
を
中
心
と
し
た
村
々
で
あ
り
、
奥
北
浦
は
山
が
ち
の
土
地
柄

で
蔵
分
の
比
率
の
商
い
地
域
で
、
古
く
か
ら
の
馬
産
地
で
も
あ
り
、
林
野
に
多
く
依
存
し

て
幕
し
て
い
る
村
々
で
あ
る
こ
と
を
念
砿
に
撞
い
て
、
要
求
と
改
革
と
の
関
連
を
き
ぐ
っ

て
み
た
い
（
表
一
・
二
参
照
）
。

いる
ー 、表1 ．元治元年仙北郡奥北浦村々当高家数人数馬数取鯛

御
田
地
守
護
の
た
め
に
も
拝
借
し
た
い
。
な
お
、
返
済
は
十
ヵ
年
賦
に
し
て
ほ
し

秋
田
藩
の
藩
政

元治元年仙北郡惣高村数家数人数
馬数取調

表2

き
た
藩
財
政
の
赤
字
の
解
決
を
意
図
し
た
改
革

が
寛
政
改
革
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
鉱

山
関
係
は
別
と
し
て
農
村
関
係
で
は
①
年
碍１

貢
増
大
で
荒
廃
化
し
た
田
畑
を
再
興
し
て
、
第

本
百
姓
体
制
に
立
脚
す
る
貢
組
体
系
の
た
順

て
な
お
し
を
は
か
る
、
②
農
村
で
も
可
能
究

ｊ
な
諸
産
物
を
奨
励
す
る
、
と
い
う
二
点
に
柵

械
あ
っ
た
。

高

よ
こ
の
二
点
を
実
現
す
る
た
め
に
寛
政
七
細

り蛸
年
（
一
七
九
五
）
郡
奉
行
の
再
設
置
に
ふ

側
み
き
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
郡
の
田
畑
を
は

ノ

じ
め
木
山
方
支
配
分
を
除
く
山
林
に
至
る

官繩
ま
で
す
べ
て
を
郡
奉
行
に
ま
か
せ
、
勧
農

蛾
を
お
こ
な
、
７
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
村
々

咽
の
普
請
、
毛
見
、
村
々
の
土
地
紛
争
の
処

理
等
す
べ
て
を
郡
奉
行
に
ま
か
せ
、
郷
役

小賞文書より作成）(国立史料館

村 当商（ 家数(軒） 人数(人） 鴎数(疋）

西明寺村 489.74.1 83 .17．1 136

2k保内村 890.H27 292 1．241 245

'二桧水内村 264．198 117 588 128

-li l1l 村 19．895 15 72 24

下栓木内村 781 .092 19() 1,()18 170

'j、山1I1村 455．786 81 ｡'､16 34

I壹荒井村 575.176 5‘I 26(） 64

1I1 沢村 ･187．786 155 867 3、10

爾荒井村 217．065 107

Iml 雄 付 490.573 57 ‘＞
ｰ

ーー

ｲ イ .18

卸I 村
一◆

ノ、 262.685 50 244 55

沼 原 村 621.15@1 78 402 87

I呵長野村 552．625 101 506 1－15

111谷111崎村 326.617
~~

j ／ 437

下 延 村 290.009 ~･）
J一 341 67

"j館束前郷村 553.544 52 276 64

III '|! 村 l､16．466 12ン 57 8

寸卜映
岬

・
ヂ
。
で

個
々
ユ

ニ
ワ
色 649．871 96 5()5 75

'1，勝111村 197．727 31 175 19

勝楽 村 250.870 59 287 69

刺 巻 村 126．196 3(） 143 31

''1岩liij郷付 341 ．834 8(） 373 43

''1岩堂I」村 60．649 10 27 一一

白岩広久内村 294.017 1()5 248 38

Iざ花間村 334．450 41 206

釣1l1Wf II1村 283．498 4(） 183 30

荒川尻村 619．961 76 355 76

桜 11I 村 161．192 17 86 14

上花｜薊l村 158．797 19 12

潟 村 84．362 33 148 39

小館村 83.140 82 98 89

梅沢村 445.625 91 461 85

下海n1村 97．294 1 7 －■■■■■■■ﾛ■

館村 4()8．215 39 163 31

小渕野村 511．185 52 280 62

" 11 1 村 234．139 30 149 23

院 内 村 164.660 22 118 15

若松新田村 159.973 31 131 21

野林村 152．151 12 52 8

卒 田 村 443.578 69 321 41

角館城廻村 234.530 29 117 20

角館本町村 56．489 1 6 ー－

上宮田村 130．512 11 51 8

合 14．110．157 2．549 12.591 2．686

当高(石） 村数 家数(軒） 人数(人） 馬数(疋）

西街道 2.144.845 51 5.301 26，518 4．849

街道筋 24．538．955 41 3．165 14，605 ワー
q

ワ

056

奥北浦 14．110.157 43 2．549 12，591 2．686

前北浦 16.781.775 47 2．071 9．818 2．020

合 82．575．7 182 13.086 63．532 11，611
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天保五年秋田藩奥北浦一摸の諸要求をめぐって

銀
、
五
斗
米
代
銀
、
山
川
役
銀
、
賜
調
銭
、
酒
役
銭
、
室
榊
役
銭
、
船
役
銭
の
徴
収
な
ど

の
取
扱
い
も
ま
か
せ
た
。
ま
た
、
産
物
、
山
林
の
取
立
、
凶
作
の
年
へ
の
備
え
な
ど
も
郡

奉
行
の
仕
蛎
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
農
村
支
配
の
一
元
化
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
要
求
口
は
、
こ
の
郡
奉
行
再
設
設
そ
の
も
の
の
廃
止
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
る
。

要
求
非
に
は
排
か
れ
な
か
っ
た
が
、
一
摸
の
当
日
に
口
々
に
北
家
支
配
に
も
ど
り
た
い
と

言
っ
て
い
た
と
い
う
の
も
、
口
の
要
求
を
裏
か
え
し
た
郡
奉
行
再
設
世
以
前
に
も
ど
り
た

い
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
要
求
口
、
側
、
㈹
、
㈹
、
尚
は
す
べ
て

郡
方
支
配
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

寛
政
五
年
に
は
荒
地
起
返
、
新
開
を
契
励
し
、
辛
労
免
を
与
え
る
こ
と
と
し
、
翌
六
年

に
は
新
開
停
止
令
の
廃
止
、
寛
政
九
年
に
は
給
分
地
の
荒
廃
田
、
休
高
で
藩
の
資
本
を
入

れ
て
再
興
し
た
も
の
は
そ
の
年
か
ら
十
五
ヵ
年
間
蔵
入
地
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
田
畑
の
復
興
と
蔵
入
地
の
年
貢
増
収
の
両
方
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、

商
人
や
地
主
は
土
地
集
俄
に
乗
り
出
し
て
い
く
が
、
角
館
町
に
お
い
て
も
有
力
商
人
た
ち

（
２
）

に
よ
っ
て
辛
労
免
に
よ
る
土
地
集
祇
が
秋
極
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
く
。
と
同
時
に
銀
主

と
し
て
も
村
方
へ
進
出
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
の
開
発
が
奥
北
浦
の

農
民
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
要
求
画
は

（
３
）

入
会
の
草
飼
地
ま
で
も
が
開
発
さ
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
強
い
批
判
と
思
わ
れ
る
。

寛
政
四
年
産
物
方
設
置
に
よ
り
、
秋
田
藩
で
は
養
蚕
業
を
械
極
的
に
導
入
し
よ
う
と
し

（
４
）

た
。
そ
し
て
山
間
部
の
多
い
奥
北
浦
に
お
い
て
も
相
当
普
及
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
結
果
、
文
化
十
一
年
に
は
絹
方
役
所
を
設
け
て
藩
営
専
売
事
業
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
文
化
、
文
政
期
に
展
開
し
て
き
た
養
蚕
業
の
利
益
を
、
専
売
制
を
敷
く
こ

と
に
よ
っ
て
吸
収
し
よ
う
と
し
た
。

ま
た
、
天
保
元
年
か
ら
三
ヵ
年
で
二
千
五
百
石
の
土
地
の
桑
園
増
設
計
画
を
た
て
た
。
こ

れ
は
五
百
町
歩
以
上
の
桑
園
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
保
三
年
に
は
そ
の
藩
営
養
蚕
座
も
廃
止

（
５
）

さ
れ
た
。
予
測
し
た
ほ
ど
の
成
果
が
あ
が
ら
ず
、
逆
に
借
財
を
か
か
え
こ
み
、
商
人
に
肩

が
わ
り
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
上
か
ら
導
入
さ
れ
た
養
蚕
業

は
、
農
民
に
と
っ
て
今
ま
で
の
土
地
利
用
形
態
の
変
更
ま
で
も
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
そ
れ

が
要
求
㈲
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
要
求
㈱
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

（
６
）

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

文
化
二
年
の
林
制
改
革
は
、
郡
方
の
山
林
支
配
を
木
山
方
の
支
配
に
移
す
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
寛
政
七
年
郡
奉
行
の
支
配
下
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
田
畑
守
護
を

第
一
と
し
た
農
民
保
護
政
策
を
と
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
藩
の
財
源
と
し
て
利
潤
を
追
求

す
る
方
向
に
転
換
し
た
た
め
で
あ
る
。
文
化
五
年
に
は
仙
北
郡
角
館
町
に
御
材
木
場
を
設

（
７
－樅
、
同
七
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
は
能
代
地
方
の
山
林
が
勘
定
奉
行
、
木
山
方
支
配
に
う

つ
っ
た
。
文
化
八
年
に
は
柿
林
し
た
木
の
分
収
率
を
そ
れ
ま
で
の
五
公
五
民
か
ら
三
公
七

民
に
改
訂
、
文
化
年
間
の
山
林
台
帳
の
整
備
の
過
程
で
一
度
解
放
し
た
御
留
山
を
再
編
入

し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
藩
の
山
林
支
配
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。
要
求
㈹
は
こ
の
点
を

さ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、
ま
た
要
求
㈲
も
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

寛
政
の
改
革
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
し
た
る
成
果
を
あ
げ
え
な
か
っ
た
た
め
、
藩
の
財

政
難
を
打
開
す
る
た
め
に
出
さ
れ
た
の
が
、
文
化
十
年
の
六
郡
開
発
令
で
あ
る
。
そ
の
ね

ら
い
は
、
荒
地
の
現
状
再
把
握
を
め
ざ
し
、
再
度
諸
産
物
を
取
立
て
、
上
か
ら
の
土
地
再

興
を
は
か
り
、
ま
た
畑
地
を
も
領
極
的
に
取
立
て
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
奥
北

８

浦

に

お

い

て

は

文

化

十

年

、

田

沢

鉄

山

が

再

び

藩

営

で

復

活

し

た

。

こ

の

鉄

山

が

地

元

の

薪
炭
山
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
の
鉄
が
一
部
阿
仁
銅
山
に
送

（
９
）

ら
れ
て
い
る
事
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
ま
ず
阿
仁
へ
送
る
鉄
を
確
保
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
容
易
に
想
像
が
つ
く
し
、
そ
の
事
も
一
要
因
と
し
て
、
金
類
の
高
値
が
起
っ
た
事
も
た

し
か
で
あ
ろ
う
。
要
求
㈲
も
こ
れ
ら
の
事
か
ら
出
て
き
て
い
る
。

奥
北
浦
は
も
と
も
と
馬
産
地
で
あ
っ
た
が
、
文
化
年
間
、
殖
産
興
業
の
一
環
と
し
て
馬

（
、
）

産
の
奨
励
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
ず
、
寛
政
六
年
に
は
諦
馬
仕
法
を
改
め
て
、
従
来
の
本

入
銀
制
を
廃
止
し
て
勝
手
売
買
を
許
し
た
。
静
馬
代
を
や
め
馬
調
銀
を
、
馬
役
銭
を
や
め

駄
駒
一
疋
に
つ
き
四
十
文
の
馬
行
銭
を
取
立
て
る
こ
と
と
し
た
。
藩
が
収
入
増
を
ね
ら
っ

た
こ
の
改
革
は
、
農
民
に
と
っ
て
は
負
担
増
と
な
る
。
文
化
四
年
に
は
再
度
靜
馬
仕
法
を

改
訂
し
、
家
臣
か
ら
も
馬
調
銭
を
取
り
た
て
よ
う
と
し
た
。
ま
た
他
領
へ
の
馬
売
出
し
も

奨
励
し
た
。
そ
し
て
、
奥
北
浦
の
下
桧
木
内
村
相
内
沢
、
上
桧
木
内
村
堀
内
沢
に
牧
場
を

つ
く
り
、
馬
産
地
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
後
文
化
八
年
に
藩
主
佐
竹
義
和
が
田
沢
村
に

巡
遊
し
た
時
に
、
同
村
の
小
和
瀬
野
を
放
牧
地
と
し
て
牧
馬
に
は
げ
む
事
を
奨
励
し
て
お

り
、
本
格
的
な
馬
産
は
天
保
五
年
以
降
に
な
都
壷
こ
の
よ
う
な
藩
の
政
策
に
よ
る
馬
産
は
、

草
飼
場
、
馬
つ
な
ぎ
場
が
手
狭
に
な
っ
て
い
く
中
で
一
つ
の
方
向
を
示
し
て
い
た
。
し
か

し
天
保
五
年
の
段
階
で
は
、
手
狭
に
な
っ
て
い
く
草
飼
場
、
馬
つ
な
ぎ
場
の
問
題
と
馬
産

の
維
持
拡
大
の
問
題
と
の
接
点
に
、
諸
産
物
方
の
廃
止
と
い
う
要
求
の
方
向
が
出
て
き
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

奥
北
浦
は
蔵
分
が
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
い
う
他
地
域
に
比
べ
て
比
率
の
高
い
地
域

で
あ
り
、
ま
た
林
野
や
街
道
筋
の
手
間
稼
な
ど
に
依
存
す
る
生
活
の
な
か
に
、
藩
は
そ
の

諸
政
策
を
実
施
し
や
す
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
藩
の
殖
産
政
策

●
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６

の
矛
盾
を
ま
と
も
に
う

た
地
域
で
あ
っ
た
か
ら

i鰯簡秀夫 洋小 沼 子

で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
、
「
郷
中
相
談
仕
候
部
ハ
、
当
年
極
不
作
に
付
、
町
方
借
用
之
儀
は
、
当

年
方
向
五
ヶ
年
休
二
、
五
拾
ヶ
年
符
奉
願
申
上
候
事
相
談
仕
罷
在
申
候
」
に
は
じ
ま
り
、

無
尽
の
こ
と
、
年
季
地
の
期
限
の
こ
と
、
郷
中
へ
借
金
取
立
の
た
め
に
才
足
に
や
っ
て
き

た
者
は
皆
で
追
返
す
べ
き
こ
と
な
ど
で
、
全
体
と
し
て
は
、
「
右
之
通
り
万
躯
借
銭
之
儀

ニ
付
」
と
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
土
地
や
金
銭
の
貸
借
に
苦
し
む
村
人
の
対
策
と

そ
の
協
定
を
固
く
守
る
こ
と
の
申
合
せ
で
あ
っ
た
。

前
後
の
状
況
か
ら
み
て
、
こ
う
し
た
状
態
は
こ
の
山
谷
川
崎
村
一
ヶ
村
に
と
ど
ま
ら
ず
、

奥
北
浦
地
方
全
域
の
磯
村
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

作
ら
れ
て
い
た
状
況

的
に
限
ら
れ
た
救
米
拝
借
と
い
っ
た
処
澄
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ず
、
「
村
々
数
万
人

之
者
共
御
助
被
成
下
度
」
と
、
多
く
の
農
民
が
困
窮
に
苦
し
ん
で
い
る
状
況
が
み
ら
れ
た

構
の
廃
止
を
は
っ
き
り
と
要
求
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
と

次
雄
の
研
究
が
あ
る
。

そ
れ
は
天
保
四
年
一
○
月
、
こ
の
地
の
山
谷
川
崎
村
の
傘
型
連
判
番
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

こ
の
村
の
全
戸
数
と
推
定
さ
れ
る
七
九
名
の
連
名
で
、
一
○
ケ
条
に
と
り
ま
と
め
た
も
の

活
に
重
要
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

㈲
の
藩
に
た
い
す
る

近
年
の
米
価
の
高
騰
が

と
こ
ろ
に
、

一
摸
が
奥

の
制
約
も
あ
り
、
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
一
事
例
と
し
て
柴
田

（
腿
）

《
汪

（
１
）
前
北
浦
一
撲
の

①
飯
米
に
困
っ
て

③
銭
拝
借
の
要
求

相
場
」
で
や
っ
て

る
よ
う
に
藩
で
取

の
松
木
の
改
め
、

そ
こ
に
は
も
は
や
一

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
地
方
の
一
九
世
紀
前
半
の
農
村
機
造
の
解
明
は
、
史
料
上

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

要
求
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

い
る
百
姓
に
つ
い
て
藩
の
借
上
げ
の
免
除
、
②
春
農
米
の
要
求
、

、
④
郷
借
米
の
廃
止
、
⑤
極
窮
の
百
姓
へ
の
払
い
米
を
「
下
直
の

ほ
し
い
、
⑥
内
借
り
の
分
、
三
ヶ
年
棚
上
げ
し
、
五
ヶ
年
賦
に
す

計
っ
て
ほ
し
い
、
⑦
親
郷
肝
煎
の
不
都
合
の
申
立
て
、
⑧
村
ご
と

（
商
怖
秀
夫
「
天
保
五
年
秋
田
藩
前
奥
北
浦
一
摸
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

拝
借
の
要
求
は
、
そ
の
内
容
が
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

続
い
て
い
た
と
い
う
状
態
に
、
天
保
四
年
の
大
凶
作
が
農
民
の
生

部
の
限
ら
れ
た
「
極
窮
之
者
」
に
た
い
す
る
藩
の
一
時
的
、
部
分

け
、
郡
方
の
支
配
の
も
と
で
収
奪
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
お
こ
な
わ
れ

こ
そ
、
諸
役
所
廃
止
と
い
う
形
で
寛
政
改
革
以
来
の
藩
の
支
配
機

北
浦
地
域
農
村
の
ほ
ぼ
全
域
を
ま
き
こ
ん
で
い
っ
た
共
通
基
盤
が
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思
え
る
。
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０
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１
１
１

Ｉ
史
料
紹
介
を
中
心
に
Ｉ
」
（
『
秋
田
高
専
紀
要
』
第
九
号
所
収
）
に
よ
る
。
）

（
２
）
柴
田
次
雄
「
町
方
商
業
資
本
に
関
す
る
一
考
察
Ｉ
ｌ
角
館
町
小
林
家
を
中
心
に
１

１
」
（
秋
田
近
世
史
研
究
会
『
近
世
在
町
の
研
究
、
近
世
に
お
け
る
村
の
諸
問
題
』
一

九
七
五
年
）

豆
越
中
正
一
「
秋
田
藩
の
馬
産
ｌ
仙
北
郡
田
沢
村
と
そ
の
周
辺
ｌ
』
岑
村
教
授
退

官
記
念
会
編
『
秋
田
地
方
史
の
研
究
』
、
一
九
七
三
年
）

新
田
開
発
を
す
す
め
ら
れ
て
は
、
草
飼
、
馬
つ
な
ぎ
場
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
し

て
、
草
飼
、
馬
つ
な
ぎ
場
確
保
の
訴
え
は
既
に
天
保
一
一
年
（
ニ
ハ
八
二
）
に
柏
木
野

に
お
い
て
お
こ
っ
て
い
る
。
以
後
度
々
こ
の
よ
う
な
訴
え
は
お
こ
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
「
介
川
東
馬
日
記
」
文
化
八
年
十
月
三
日
の
条
、
下
桧
木
内
村
で
は
二
百
軒
の
う

ち
百
九
十
軒
、
千
百
人
ほ
ど
が
か
い
こ
の
取
立
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

（
５
）
「
伊
豆
園
茶
話
」
㈹
（
『
新
秋
田
叢
』
書
㈹
）

今
宮
義
透
日
記
（
「
国
典
類
抄
」
嘉
部
（
五
十
六
）
）

（
６
）
『
角
館
誌
』
第
三
巻
、
一
九
六
七
年

奥
北
浦
若
松
新
田
村
の
能
美
清
助
が
、
文
化
三
一
年
か
ら
真
崎
畷
抱
返
り
地
域
へ
取

立
て
成
木
し
た
漆
木
三
万
一
千
八
百
本
を
藩
の
産
物
方
に
献
納
し
て
い
る
。

（
７
）
『
秋
田
県
林
業
史
』
上
巻

文
政
八
年
五
月
に
、
角
館
町
町
民
を
代
表
し
て
庄
屋
た
ち
が
木
山
方
役
所
の
設
置

を
反
対
す
る
訴
を
出
し
た
。
文
化
五
年
木
山
方
の
御
材
木
場
御
払
座
が
角
館
町
に
設

置
さ
れ
て
以
来
、
木
材
製
品
の
供
給
が
渋
滞
し
て
町
民
の
需
要
を
満
た
し
得
ず
、
迷

惑
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
、
暗
に
木
山
方
の
廃
止
を
訴
え
出
て
い
る
。

（
８
）
秋
田
藩
内
に
鉄
山
が
少
な
い
な
か
で
、
田
沢
鉄
山
は
規
模
も
大
き
く
、
断
続
的
で

は
あ
る
が
藩
政
中
稼
働
し
て
い
た
。

（
９
）
角
館
千
代
家
文
書
、
「
廻
在
日
記
」

文
政
七
年
正
月
二
日
の
条

「
（
前
略
）
銅
山
仕
送
鉄
五
十
箇
都
合
不
相
成
様
、
今
中
当
山
二
て
止
方
致
、
当

二
十
一
日
引
越
之
手
配
致
候
故
、
右
之
儀
申
遣
候
」

鉄
は
一
つ
は
阿
仁
銅
山
へ
、
一
つ
は
生
保
内
村
を
通
っ
て
角
館
へ
下
ろ
さ
れ
て
い

た
。

文
政
四
年
十
一
月
に
は
、
来
年
分
の
炭
と
し
て
村
方
に
千
俵
、
外
に
五
百
俵
、
合

せ
て
千
五
百
俵
を
頼
ん
で
い
る
。

全
体
と
し
て
ど
の
程
度
の
割
合
で
角
館
と
阿
仁
に
鉄
が
送
ら
れ
て
い
た
の
か
は
は Ｉ

秋田高専研究紀要第15号
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天保五年秋田藩奥北浦一撲の諾要求をめ〈･って

そ
れ
で
は
一
体
誰
が
中
心
と
な
り
、
い
か
に
し
て
村
々
を
組
織
し
て
い
っ
た
か
が
、

要
求
の
集
約
化
の
問
題
と
と
も
に
、
大
き
な
未
解
決
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
い
ま
の
と
こ
ろ
我
々
は
右
の
山
谷
川
崎
村
の
文
普
以
外
に
は
、

（
１
）

こ
の
北
浦
一
撲
に
つ
い
て
の
直
接
農
民
側
に
よ
っ
て
し
る
さ
れ
た
記
録
は
持
っ
て
い
な

い
。
こ
の
問
題
は
今
後
な
お
関
心
を
持
つ
多
く
の
人
々
と
と
も
に
追
求
し
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

と
な
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
一
撲
に
お
け
る
農
民
の
諸
要
求
は
、
寛
政
改
堆
以
降

の
政
策
へ
の
不
満
が
、
大
凶
作
に
よ
る
打
撃
の
深
刻
さ
と
あ
い
ま
っ
て
｝
易
十
七
ケ
条

Ｑ
守
血
グ

（
１
）
一
撲
に
直
接
か
か
わ
っ
た
人
の
し
る
し
た
文
書
記
録
と
、
直
接
関
与
し
な
か
っ

た
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
そ
れ
と
で
は
、
そ
の
一
楼
の
本
質
を
見
き
わ
め
る
さ
い

た
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
そ
れ
と
で
は
、
そ
の
一
窪

主

の
問
題
が
、
田
沢
村
に
お
い
て
は
小
耐

点
に
一
因
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
皿
）
柴
田
次
雄
「
秋
田
藩
・
天
保
一
撲
』

を
中
心
に
ｌ
」
（
『
秋
大
史
学
』
二
三
号

「
秋
田
藩
・
天
保
一
撲
に

あ
る
。

（
川
）
前
唖

（
Ⅱ
）
同
畢

一
例
と
し
一

七
頁
参
照
。

そ
の
点
こ
れ
ま
で
筆
者
等
が
紹
介
し
て
き
た
、
前
北
浦
も
含
め
て
こ
の
北
浦
一
撲

の
関
係
史
料
類
は
、
そ
う
し
た
点
で
は
一
定
の
限
界
を
も
っ
て
い
る
。

に
は
当
然
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

一
例
と
し
て
、
佐
々
木
潤
之
介
『
世
直
し
』
（
岩
波
》

（
岩
波
新

っ
き
り
し
な
い
が
、
例
え
ば
文
政
八
年
七
円
に
は
、
朔
日
か
ら
九
Ｈ
ま
で
角
館
下

鉄
袷
簡
、
銅
山
仕
送
分
六
上
一
筒
（
七
列
二
Ｈ
三
十
六
筒
、
九
Ｈ
ゞ
一
十
六
筒
）
で

な同前
お前掲

、
五
む
す
び
に
か
え
て

「
秋
田
藩
の
賜
産
ｌ
仙
北
郡
田
沢
村
と
そ
の
周
辺
ｌ
」

奥
北
浦
一
撲
に
田
沢
村
が
参
加
し
て
い
な
い
の
も
、
他
村
で
の
草
飼
場

、
田
沢
村
に
お
い
て
は
小
和
瀬
野
の
放
牧
地
と
し
て
解
決
さ
れ
て
い
た

関
す
る
一
考
察
ｌ
山
谷
川
崎
村

（
『
秋
大
史
学
』
二
三
号
、
一
九
七
六
年
）

書
）

一
九
七
九
年
、
三
～

「
連
判
番
」

昭和55年2月
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